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関係団体　御中

いつもお世話になっております。
厚生労働省医政局地域医療計画課でございます。

標記の件につきまして、先ほど都道府県宛て発出いたしましたので共有させていただくとともに、
貴会あての事務連絡につきましても、別添のとおり送付いたします。

主な内容につきましては、医療法第12条の２第１項に基づき、地域医療支援病院の開設者は毎年10月５日ま
でに、前年度の業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければいけないこととされているところ、
これまで報告書の提出方法については特段の定めがございませんでしたが、今回業務負担軽減や利便性の観点か
ら、GMIS又は紙の方法に限定する改正を行うものです。
貴会におかれましては御了知の上、当該医療機関に対して周知いただき、報告が円滑に行われるよう御配慮願い
ます。
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事 務 連 絡 

令和７年９月 16日 

 

 殿 

 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

 

 

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について 
 

 

 標記につきまして、別紙のとおり各都道府県知事、各地方厚生（支）局長宛て

通知しましたので、御了知いただくとともに、貴下団体会員等に対する周知方よ

ろしくお取り計らい願います。 
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医政発 0916第６号 

令和７年９月 16日 

各都道府県知事    殿 

各地方厚生（支）局長 殿 

 

 
厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 
 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 12 条の２第１項の規定に基づく地域医

療支援病院の業務報告については、「医療機関等情報支援システムを活用した業

務報告の実施について」（令和７年６月 27日付け厚生労働省医政局地域医療計

画課事務連絡）においてお示ししていたとおり、業務の負担軽減やデータ管理の

利便性等の観点から、令和８年４月１日以降の業務報告書の提出方法を、医療機

関等情報支援システム（Gathering Medical Information System。以下「G-MIS」

という。）又は書面による方法に限ることとする予定です。 

これを踏まえ、本日、医療法施行規則の一部を改正する省令（令和７年厚生労

働省令第 87号。以下「改正省令」という。）が別添のとおり公布され、令和８

年４月１日から施行されることとなりました。 

改正の概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知いた

だくとともに、地方厚生（支）局におかれては、貴管内の地域医療支援病院に対

し、周知をお願いいたします。なお、省令の施行に伴う詳細な取扱い等について

は、追って通知します。 

また、令和７年 10月５日までに提出することとされている、地域医療支援病

院の令和６年度業務報告書については、G-MIS又は書面による提出以外の従前の

提出方法も可能としておりますことを申し添えます。 

 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

地域医療支援病院の開設者による業務報告書については、G-MISを活用した

方法又は書面による方法により提出すること。 

 

 

第２ 施行期日 

改正省令は令和８年４月１日から施行すること。 

 

 

（別紙） 
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医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
（
以
下
こ
の
章
、
第
二
章
並
び
に
第
五
章
第

三
節
及
び
第
四
節
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。）で
あ
つ
て
次
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提

供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
を
受
け
る

者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及

び
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
一
条
の
三

病
院
等
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
記

載
す
べ
き
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

方
法
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

と
い
う
。）で
あ
つ
て
次
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り

提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
医
療
を
受
け

る
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類

及
び
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
を
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
一
条
の
八
の
三

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条

か
ら
第
一
条
の
八
の
五
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三

に
お
い
て
「
妊
婦
等
」
と
い
う
。）の
助
産
を
担
当

す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
助
産
所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に

よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て

は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
五
に

お
い
て
同
じ
。）が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ

と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適

切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
三

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条

か
ら
第
一
条
の
八
の
五
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三

に
お
い
て
「
妊
婦
等
」
と
い
う
。）の
助
産
を
担
当

す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
助
産
所
の
管
理
者
（
出
張
の
み
に

よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て

は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第
一
条
の
八
の
五
に

お
い
て
同
じ
。）が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ

と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家

族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適

切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付
に
は
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
妊
婦

等
に
対
し
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
記
載
す

る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
す

る
。

２

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
交
付
に
は
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
妊
婦

等
に
対
し
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
記
載
す

る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
す

る
。

第
一
条
の
八
の
四

法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
八
の
四

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
一
条
の
八
の
五

助
産
所
の
管
理
者
は
、
法
第
六

条
の
四
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ

て
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
を
示
し
、
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
八
の
五

助
産
所
の
管
理
者
は
、
法
第
六

条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ

て
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
を
示
し
、
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
六
条
の
四
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

３

法
第
六
条
の
四
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
法
第
六
条
の
四
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の

を
交
付
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ

イ
ル
に
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の

を
交
付
す
る
方
法

４

（
略
）

４

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず

れ
か
に
よ
り
、
毎
年
十
月
五
日
ま
で
に
都
道
府
県

知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
報
告
書
は
、
毎
年
十
月
五
日
ま
で
に
都

道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
当
該
提
出
を
す
べ

き
地
域
医
療
支
援
病
院
の
開
設
者
及
び
都
道
府

県
知
事
が
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
講
ず
る
方
法

（
新
設
）

二

書
面
の
提
出

（
新
設
）

３

前
項
第
一
号
の
措
置
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
管

理
す
る
電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
に
第
一
項
の

報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報

を
記
録
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
法
第
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
す
べ
き
地
域
医
療

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
七
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）第
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿



（別添） Ｐ.4
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４

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
開
設
者
が
厚
生
労
働
大
臣
が
管
理
す
る

電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
を
し
た
時

に
都
道
府
県
知
事
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
新
設
）

５

（
略
）

３

（
略
）

支
援
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
開
設
者
及
び
都
道

府
県
知
事
が
当
該
情
報
を
記
録
し
、
か
つ
、
当
該

情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
式
に
従
つ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
二
の
二

（
略
）

第
九
条
の
二
の
二

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項

の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

６

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
項

の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
九
条
の
二
の
三

（
略
）

第
九
条
の
二
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が

第
一
項
の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

４

第
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が

第
一
項
の
報
告
書
の
内
容
を
公
表
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 第号官 報
Ｐ.5

Ｐ.5




